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◎兵庫県道路交通法施行細則の一部を改正する規則（公安委員会規則第10号） 

 警察本部長の指定する警察署及び警察署分庁舎において行うこととされている運転免許試験を廃止すること

に伴い、関係規定について所要の整備を行うこととした。 
 

告         示 

 

兵庫県告示第964号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第９項の規定により、令和７年10月10日県営土地改良事業

（農地整備事業（経営体育成型））乙河内地区の換地処分をした。 

  令和７年10月31日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

兵庫県公報 
発  行  人 

兵   庫   県 
神戸市中央区下山手通 

５丁目10番１号 

毎週火曜日及び金曜日発行、 

その日が休日のときはその翌日 （兵庫県民の旗＝県旗） 令和７年10月31日 金曜日  第 665 号 
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兵庫県告示第965号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第９項の規定により、令和７年10月10日県営土地改良事業

（農業競争力強化基盤整備事業）下新庄地区の換地処分をした。 

  令和７年10月31日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

 

兵庫県告示第966号 

 平成19年兵庫県告示第713号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。 

  令和７年10月31日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

麦子Ⅰ（112020021）の項中別図21を次の図面のとおり改める。 

麦子ＡⅡ（112020030）の項中別図30を次の図面のとおり改める。 

沢ノ口ＢⅡ（112020032）の項中別図32を次の図面のとおり改める。 

牧ｉⅢ（112020045）の項中別図45を次の図面のとおり改める。 

時重ａⅢ（112020057）の項中別図57を次の図面のとおり改める。 

下莇原ＣⅡ（112020070）の項中別図70を次の図面のとおり改める。 

栗町(3)Ⅰ（112020082）の項中別図82を次の図面のとおり改める。 

サノ谷川Ⅰ（212020017）の項中別図109を次の図面のとおり改める。 

（「次の図面」は省略し、兵庫県土木部砂防課、西播磨県民局龍野土木事務所、たつの市役所及びたつの市新

宮総合支所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第967号 

 平成22年兵庫県告示第326号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。 

  令和７年10月31日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

二塚(3)Ⅰ（112030008）の項中別図８を次の図面のとおり改める。 

（「次の図面」は省略し、兵庫県土木部砂防課、西播磨県民局龍野土木事務所、たつの市役所及びたつの市揖

保川総合支所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第968号 

 平成19年兵庫県告示第714号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。 

  令和７年10月31日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

下原川３Ⅱ(237000012)の項中別図65を次の図面のとおり改める。 

（「次の図面」は省略し、兵庫県土木部砂防課、西播磨県民局龍野土木事務所及び太子町役場に備え置いて縦

覧に供する。） 

 

兵庫県告示第969号 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第６項の

規定により、平成19年兵庫県告示第713号（土砂災害警戒区域の指定）の一部について、次のとおり指定を解除

する。 

  令和７年10月31日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  
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名   称 指定を解除する区域 
土砂災害の発生原因と

なる自然現象の種類 

牧ＧⅡ 

（112020037） 
たつの市新宮町牧（別図37のとおり） 急傾斜地の崩壊 

寺垣内川Ⅰ 

（212020006） 
たつの市新宮町上莇原（別図98のとおり） 土石流 

寺谷川Ⅰ 

（212020016） 
たつの市新宮町牧（別図108のとおり） 土石流 

家垣内川Ⅰ 

（212020018） 
たつの市新宮町時重（別図110のとおり） 土石流 

沢ノ口Ⅱ 

（212020026） 
たつの市新宮町牧（別図118のとおり） 土石流 

 

 

兵庫県告示第970号 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第１項の

規定により、土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。 

  令和７年10月31日 

                                  兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

名   称 指 定 の 区 域 
土砂災害の発生原因と

なる自然現象の種類 

自然現象により建築物

に作用すると想定され

る衝撃に関する事項 

二塚(3)Ⅰ 

（112030008） 

たつの市揖保川町二塚（別

図１のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図１のとおり 

（別図１は省略し、兵庫県土木部砂防課、西播磨県民局龍野土木事務所、たつの市役所及びたつの市揖保川

総合支所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第971号 

 平成28年兵庫県告示第353号（土砂災害特別警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。 

  令和７年10月31日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

下莇原ＣⅡ（112020070）の項中別図16を次の図面のとおり改める。 

（「次の図面」は省略し、兵庫県土木部砂防課、西播磨県民局龍野土木事務所、たつの市役所及びたつの市新

宮総合支所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第972号 

 平成30年兵庫県告示第91号（土砂災害特別警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。 

  令和７年10月31日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

麦子Ⅰ（112020021）の項中別図14を次の図面のとおり改める。 

麦子ＡⅡ（112020030）の項中別図22を次の図面のとおり改める。 

沢ノ口ＢⅡ（112020032）の項中別図24を次の図面のとおり改める。 
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牧ｉⅢ（112020045）の項中別図35を次の図面のとおり改める。 

時重ａⅢ（112020057）の項中別図45を次の図面のとおり改める。 

栗町(3)Ⅰ（112020082）の項中別図49を次の図面のとおり改める。 

（「次の図面」は省略し、兵庫県土木部砂防課、西播磨県民局龍野土木事務所、たつの市役所及びたつの市新

宮総合支所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第973号 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第８項の

規定により、平成29年兵庫県告示第1130号（土砂災害特別警戒区域の指定）の一部について、次のとおり指定

を解除する。 

  令和７年10月31日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

名   称 指定を解除する区域 
土砂災害の発生原因と

なる自然現象の種類 

自然現象により建築物

に作用すると想定され

る衝撃に関する事項 

湯ノ郷川Ⅰ 

（228020001） 

宍粟市一宮町嶋田（別図

283のとおり） 
土石流 別図283のとおり 

 

 

兵庫県告示第974号 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第８項の

規定により、平成30年兵庫県告示第1095号（土砂災害特別警戒区域の指定）の一部について、次のとおり指定

を解除する。 

  令和７年10月31日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

名   称 指定を解除する区域 
土砂災害の発生原因と

なる自然現象の種類 

自然現象により建築物

に作用すると想定され

る衝撃に関する事項 

柳谷Ⅰ 

（228040033） 

宍粟市千種町岩野辺（別図

131のとおり） 
土石流 別図131のとおり 

 

 

兵庫県告示第975号 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第８項の

規定により、令和２年兵庫県告示第601号（土砂災害特別警戒区域の指定）の一部について、次のとおり指定を

解除する。 

  令和７年10月31日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

名   称 指定を解除する区域 
土砂災害の発生原因と

なる自然現象の種類 

自然現象により建築物

に作用すると想定され

る衝撃に関する事項 

上ノ谷Ⅰ 

（228010078） 

宍粟市山崎町加生（別図88

のとおり） 
土石流 別図88のとおり 
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兵庫県告示第976号 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第８項の

規定により、令和２年兵庫県告示第1351号（土砂災害特別警戒区域の指定）の一部について、次のとおり指定

を解除する。 

  令和７年10月31日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

名   称 指定を解除する区域 
土砂災害の発生原因と

なる自然現象の種類 

自然現象により建築物

に作用すると想定され

る衝撃に関する事項 

上ノ山川Ⅰ 

（228010156） 

宍粟市山崎町三津（別図

125のとおり） 
土石流 別図125のとおり 

 

 

兵庫県告示第977号 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第８項の

規定により、平成29年兵庫県告示第1129号（土砂災害特別警戒区域の指定）の一部について、次のとおり指定

を解除する。 

  令和７年10月31日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

名   称 指定を解除する区域 
土砂災害の発生原因と

なる自然現象の種類 

自然現象により建築物

に作用すると想定され

る衝撃に関する事項 

新宮(1)Ⅰ 

（112020191） 

たつの市新宮町新宮（別図

63のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図63のとおり 

 

 

兵庫県告示第978号 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第８項の

規定により、平成30年兵庫県告示第91号（土砂災害特別警戒区域の指定）の一部について、次のとおり指定を

解除する。 

  令和７年10月31日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

名   称 指定を解除する区域 
土砂災害の発生原因と

なる自然現象の種類 

自然現象により建築物

に作用すると想定され

る衝撃に関する事項 

家垣内川Ⅰ 

（212020018） 

たつの市新宮町時重（別図

113のとおり） 
土石流 別図113のとおり 

角ヶ鼻川３Ⅱ 

（212020025） 

たつの市新宮町牧（別図118

のとおり） 
土石流 別図118のとおり 

沢ノ口Ⅱ 

（212020026） 

たつの市新宮町牧（別図119

のとおり） 
土石流 別図119のとおり 
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兵庫県告示第979号 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第８項の

規定により、平成30年兵庫県告示第356号（土砂災害特別警戒区域の指定）の一部について、次のとおり指定を

解除する。 

  令和７年10月31日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

名   称 指定を解除する区域 
土砂災害の発生原因と

なる自然現象の種類 

自然現象により建築物

に作用すると想定され

る衝撃に関する事項 

観音寺(2)Ⅰ 

（138000128） 

赤穂郡上郡町苔縄（別図24の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図24のとおり 

 

 

兵庫県告示第980号 

宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第69条第１項の規定により、次のとおり聴聞を行う旨中播磨県民

センター長から報告があった。 

  令和７年10月31日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１ 日時 

令和７年11月11日（火）午前10時00分から午前11時00分まで 

２ 場所 

姫路市北条１－98 兵庫県姫路総合庁舎５階 503会議室 

３ 被聴聞者 

 商号又は名称  株式会社鉄進工業 

 代表者氏名  田中 鉄也 

 事務所所在地  兵庫県姫路市上大野四丁目494番１  

 免許証番号  兵庫県知事(3)第451401号 

  免許年月日  令和６年５月13日 

 

兵庫県告示第981号 

昭和39年兵庫県告示第332号の12（兵庫県の指定金融機関等の名称等）の一部を次のように改正し、令和８年

４月１日から適用する。 

  令和７年10月31日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

３の表中 

「 

備考 １ 株式会社ゆうちょ銀行において取り扱える収納事務は、県税及びこれに附随する県税

外収入の窓口収納に限るものとする。 

２ マルチペイメントネットワークを利用した方法により兵庫県公金を収納する場合は、

日本国内に所在する営業所において、その事務を取り扱えるものとする。 

」 

を 
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「 

備考 １ 株式会社ゆうちょ銀行において取り扱える収納事務は、県税及びこれに附随する県税

外収入の窓口収納に限るものとする。 

２ 株式会社りそな銀行及び株式会社関西みらい銀行において取り扱える収納事務は、窓

口収納を除く事務とする。 

３ マルチペイメントネットワークを利用した方法により兵庫県公金を収納する場合は、

日本国内に所在する営業所において、その事務を取り扱えるものとする。 

」 

に改める。 
 

公 告 

 

都市計画法施行規則第12条に基づく都市計画の図書の縦覧 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第１項の規定により、次の都

市計画の変更に係る図書の写しの送付を受けたので、同法第21条第２項において準用する同法第20条第２項の

規定により、当該図書の写しを兵庫県まちづくり部都市計画課において縦覧に供する。 

令和７年10月31日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

市町の名称 都市計画の種類 都市計画の名称 

西 宮 市 阪神間都市計画公園 2.2.3040号 和上公園 

 

 

都市計画法施行規則第12条に基づく都市計画の図書の縦覧 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第20条第１項の規定により、次の都市計画の決定に係る図書の写しの送

付を受けたので、同条第２項の規定により、当該図書の写しを兵庫県まちづくり部都市計画課において縦覧に

供する。 

令和７年10月31日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

市町の名称 都市計画の種類 都市計画の名称 

加 西 市 東播都市計画地区計画 繫昌町国道372 号沿線第２期地区地区計画 

 

 

   落札者等の公示 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達の落札者等について、次のとおり公示する。 

令和７年10月31日 

                            契約担当者 

                              兵庫県西播磨県民局長 城 下 隆 広  

１ 落札に係る建設工事の名称及び数量 

  （一）揖保川水系引原川引原ダム 引原ダム再生建設工事 

  堤体工 

   堤体嵩上げ コンクリート打設    2,890.0 立方メートル 

   減勢工導流壁 コンクリート打設   30,946.0 立方メートル 

  洪水吐工 

   コンジット放流設備 堤体削孔     528.0 立方メートル 

   閉塞コンクリート打設         405.0 立方メートル 
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  仮設工 

   仮設備工                1.0 式 

   堤体部仮設構台             1.0 式 

２ 契約に関する事務を担当する県民局の名称及び所在地 

  西播磨県民局 赤穂郡上郡町光都２丁目25 

３ 落札者を決定した日 

  令和７年７月９日 

４ 落札者の名称及び住所 

  西松・宮本・柄谷特別共同企業体 大阪府大阪市中央区釣鐘町２丁目４番７号 

５ 落札金額 

  7,290,080,000円（税抜） 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札公告をした日 

  令和７年４月８日 

 

   落札者等の公示 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達の落札者等について、次のとおり公示する。 

令和７年10月31日 

                            契約担当者 

                              兵庫県西播磨県民局長 城 下 隆 広  

１ 落札に係る建設工事の名称及び数量 

  （一）揖保川水系引原川引原ダム 引原ダム放流設備製作据付工事 

  クレストゲート製作・据付  2.0門 

  コンジットゲート製作・据付 1.0門 

  仮締切設備         1.0式 

２ 契約に関する事務を担当する県民局の名称及び所在地 

  西播磨県民局 赤穂郡上郡町光都２丁目25 

３ 落札者を決定した日 

  令和７年７月９日 

４ 落札者の名称及び住所 

  豊国工業株式会社関西支店 大阪府大阪市西区北堀江１丁目８番12号（丸五ビル３階） 

５ 落札金額 

  3,420,000,000円（税抜） 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札公告をした日 

  令和７年４月８日 
 

選 挙 管 理 委 員 会 告 示 

 

兵庫県選挙管理委員会告示第55号 

 政治資金規正法（昭和23年法律第194号。以下「法」という。）第６条第１項、第７条第１項及び第17条第１

項の規定により、次のとおり政治団体の設立、届出事項の異動及び解散の届出があった。 

  令和７年10月31日 

兵庫県選挙管理委員会     

委員長 永 田 秀 一  

１ 政治団体の設立の届出 

その他の政治団体 
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国会議員関係政治団体以外の政治団体 

政治団体の名称 代表者の氏名 
会計責任者の 

氏 名 
主たる事務所の所在地 届出年月日 

大嶋としひでを応援

する会 
稲 垣 秀 昭 大 嶋 祐 子 西脇市小坂町392－１ 令和７年９月８日 

岡崎ふみのり後援会 森 口 眞 良 井 上   徹 
神戸市兵庫区新開地４

丁目４－12 
令和７年９月24日 

北原だいさく後援会 北 原 大 策 北 原 大 策 
豊岡市出石町寺町520－

３ 
令和７年９月25日 

ＫＯＢＥＮＥＸＴＰ

ＬＡＴＦＯＲＭ 
辻 岡 淳 平 大 塚 美代子 

神戸市灘区永手町３－

４－２ ２Ｆ 
令和７年９月30日 

佐藤わたる後援会 佐 藤 公 祥 佐 藤   充 
洲本市本町５丁目４－

26 
令和７年９月２日 

清水みかこ後援会 清 水 洋一郎 児 嶋 とよ子 
加古川市平岡町つつじ

野１－150 
令和７年９月３日 

たちあがれ洲本 和 田 智 之 和 田 正 昭 洲本市桑間199 令和７年９月29日 

至誠後援会    至 誠    英 美 豊岡市戸牧1548－59 令和７年９月11日 

繋がる未来高砂 吉 屋   章 吉 屋 節 子 高砂市曽根町1995 令和７年９月17日 

椿原仁志の会 椿 原 仁 志 椿 原 仁 志 
神戸市灘区篠原中町２

丁目２番22号104号室 
令和７年９月24日 

寺谷英一後援会 寺 谷 英 一 山 本 郁 夫 美方郡新温泉町飯野622 令和７年９月10日 

西脇の未来を明る

く、元気にする会 
大 嶋 俊 英 大 嶋 祐 子 西脇市小坂町392－１ 令和７年９月３日 

日本共生フォーラム 勝 本   翔 勝 本   翔 
丹波市氷上町伊佐口558

番地 
令和７年９月５日 

長谷川ちはる後援会 長谷川 智 春 長谷川 愛 実 
西脇市野村町1796番地

の188 
令和７年９月８日 

人見誠政経研究会 人 見   誠 人 見 美和子 
神戸市北区北五葉２丁

目11番１－1218号 
令和７年９月22日 

丸谷さとこ後援会 伊 賀 文 計 朝比奈 秀 典 

明石市大観町６番11号

オーナーズマンション

105号室 

令和７年９月９日 

道中くみこ後援会 立 花   巧 田 中 彩 華 南あわじ市灘黒岩158 令和７年９月24日 

山口勇樹後援会 亀 井 寛 二 竹 原 正 明 
南あわじ市市福永383番

地１ 
令和７年９月12日 

山本かずき後援会 山 本 和 樹 山 本 和 樹 
多可郡多可町八千代区

大和1552－２ 
令和７年９月24日 
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２ 政治団体の届出事項の異動の届出 

(1) 政党の支部 

団体の名称 代表者の氏名 異動事項 異動内容 異動年月日 

参政党兵庫11支部 内 海 功 一 

主たる事

務所の所

在地 

新 
姫路市東辻井２－８－46

ペルル学園通り501 

令和７年９月12日 

旧 
姫路市西今宿６－２－22

－812 

代表者の

氏名 

新 内 海 功 一 

旧 絹 川 一 郎 

会計責任

者の氏名 

新 絹 川 一 郎 

旧 山 下 政 人 

参政党兵庫第４支

部 
赤 岩 敏 宣 

主たる事

務所の所

在地 

新 
神戸市西区南別府１－18

－16 

令和７年９月５日 旧 
三木市志染町青山５－９

－６ 

代表者の

氏名 

新 赤 岩 敏 宣 

旧 山 田 乙 三 

自由民主党神戸市

支部連合会 
坊   恭 寿 

会計責任

者の氏名 

新 山 口 由 美 
令和７年７月19日 

旧 河 南 忠 一 

自由民主党兵庫県

歯科医師支部 
岡 本 浩 一 

主たる事

務所の所

在地 

新 

神戸市中央区山本通５丁

目３－27兵庫県歯科医師

会館内 令和７年８月31日 

旧 
神戸市中央区山本通５－

７－18 

(2) その他の政治団体 

政治団体の名称 代表者の氏名 異動事項 異動内容 異動年月日 

近畿税理士政治連

盟兵庫県第一支部

連合会 

桑 原 幸 司 

主たる事務

所の所在地 

新 
神戸市灘区森後町２丁目

１－８－501 

令和７年８月30日 

旧 芦屋市茶屋之町８－16 

代表者の氏

名 

新 桑 原 幸 司 

旧 蝉 川 寛 嗣 

会計責任者

の氏名 

新 桑 原 幸 司 

旧 蝉 川 寛 嗣 

  



令和７年10月31日 金曜日   兵 庫 県 公 報          第 665 号 

11 

 

嶋谷ひでき後援会 嶋 谷 秀 樹 
主たる事務

所の所在 

新 
姫路市的形町的形1768－

99 
令和７年９月19日 

旧 
姫路市的形町的形1786－

99 

せりざわ正志後援

会 
日生下 民 夫 

代表者の氏

名 

新 日生下 民 夫 
令和７年９月17日 

旧 椿 野 仁 司 

全国旅館政治連盟

兵庫県支部 
上 山 陽一郎 

会計責任者

の氏名 

新 小 谷 謙 介 
令和７年６月５日 

旧 井 本 裕 人 

高見寛冶後援会 高 見 寛 治 
代表者の氏

名 

新 高 見 寛 治 
令和７年９月29日 

旧 井 口 康 男 

戸井田しんたろう

後援会 
段   武 夫 

会計責任者

の氏名 

新 井 原 久 美 
令和７年３月27日 

旧 岡 田 長 子 

西垣ひろしと共に

三木の未来をつな

ぐ会 

丹 田   隆 
代表者の氏

名 

新 丹 田   隆 

令和７年８月25日 

旧 今 安 孝 次 

はせ基弘後援会 長 谷 由喜子 

代表者の氏

名 

新 長 谷 由喜子 

令和７年５月５日 
旧 長 谷 基 弘 

会計責任者

の氏名 

新 大 津 真友子 

旧 長 谷 基 弘 

ひがなつみ兵庫県

後援会 
岡 本 浩 一 

主たる事務

所の所在地 

新 

神戸市中央区山本通５丁

目３－27兵庫県歯科医師

会館内 
令和７年８月31日 

旧 

神戸市中央区山本通５－

７－18兵庫県歯科医師会

館内 

兵庫県歯科医師連

盟 
岡 本 浩 一 

主たる事務

所の所在地 

新 

神戸市中央区山本通５丁

目３－27兵庫県歯科医師

会館内 令和７年８月31日 

旧 
神戸市中央区山本通５－

７－18 
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文教住宅都市・西

宮を建て直す会 
鷹 野   伸 

主たる事務

所の所在地 

新 
西宮市甲子園網引町５－

７ 

令和７年９月29日 

旧 
西宮市久保町１－16－

205 

代表者の氏

名 

新 鷹 野   伸 

旧 澁 谷 祐 介 

会計責任者

の氏名 

新 鷹 野   伸 

旧 澁 谷 祐 介 

ほりけん後援会 掘 井 健 智 
主たる事務

所の所在地 

新 

加古川市加古川町美乃利

143－１エバーシャイン

203号 令和７年９月２日 

旧 
加古川市加古川町平野

386船原ビル１階 

三原だいき後援会 三 原 明 美 
主たる事務

所の所在地 

新 
南あわじ市市福永422番

地１ 
令和７年９月４日 

旧 
南あわじ市市青木72ー１

フラットかわせ103号 

山田宏兵庫県後援

会 
岡 本 浩 一 

主たる事務

所の所在地 

新 

神戸市中央区山本通５丁

目３－27兵庫県歯科医師

会館内 
令和７年８月31日 

旧 

神戸市中央区山本通５－

７－18兵庫県歯科医師会

館内 

山名そうご後援会 藤 原 安 晴 
会計責任者

の氏名 

新 山 名   忍 
令和７年９月５日 

旧 大 谷 郁 雄 

山本みのる後援会 徳 永 一 夫 
主たる事務

所の所在地 

新 たつの市龍野町富永798 

令和７年９月１日 
旧 

たつの市龍野町片山200

－２ 

３ 政治団体の解散の届出 

(1) 政党の支部 

国会議員関係政治団体以外の政党の支部 

政治団体の名称 代表者の氏名 解散年月日 

自由民主党白水やすらぎ支部 泉 原 久 人 令和７年９月５日 

れいわ新選組参議院兵庫県総支部 米 村 明 美 令和７年９月18日 
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(2) その他の政治団体 

政治団体の名称 代表者の氏名 解散年月日 

厚地弘行を育てる会 厚 地 弘 行 令和６年10月31日 

市位裕文後援会 藤 田 義 則 令和７年９月11日 

かしむら孝一後援会 樫 村 孝 一 令和７年９月21日 

はせ基弘後援会 長 谷 由喜子 令和７年５月５日 

三木和成後援会 三 輪 幹 男 令和７年８月20日 

 

 

選挙管理委員会告示第56号 

 政治資金規正法（昭和23年法律第194号。以下「法」という。）第19条第２項及び第３項の規定により、次の

とおり資金管理団体の指定、届出事項の異動、指定の取消し等の届出があった。 

  令和７年10月31日 

選挙管理委員会     

委員長 永 田 秀 一  

１ 資金管理団体の指定の届出 

資金管理団体の届

出をした者（代表

者）の氏名 

公職の 

種 類 

資金管理団体の

名称 
主たる事務所の所在地 指定年月日 

   至 誠 豊岡市議会議員 至誠後援会 豊岡市戸牧1548－59 令和７年９月７日 

寺 谷 英 一 新温泉町議会議員 寺谷英一後援会 美方郡新温泉町飯野622 令和７年９月10日 

人 見   誠 神戸市議会議員 
人見誠政経研究

会 

神戸市北区北五葉２丁

目11番１－1218号 
令和７年９月22日 

和 田 智 之 洲本市議会議員 たちあがれ洲本 洲本市桑間199 令和７年９月29日 

２ 資金管理団体の指定の取消し等の届出 

法第19条第３項第１号による資金管理団体の指定の取消しの届出 

資金管理団体の届

出をした者の氏名 
資金管理団体の名称 取消年月日 

樫 村 孝 一 かしむら孝一後援会 令和７年９月21日 

長 谷 由喜子 はせ基弘後援会 令和７年５月５日 

 
 

公 安 委 員 会 規 則 

 

 兵庫県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年10月31日 

                                   兵庫県公安委員会 

                                     委員長 津 田 隆 雄  

兵庫県公安委員会規則第10号 

   兵庫県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 
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 兵庫県道路交通法施行細則（昭和35年兵庫県公安委員会規則第11号）の一部を次のように改正する。 

 第１条第１項の表兵庫県警察本部交通部運転免許試験場長の項中「（免許証のみの保有を希望する者からの

第14条第１項第３号の規定により警察本部長が指定する警察署及び警察署分庁舎で行う運転免許試験（以下「免

許試験」という。）の申請を除く。）」を削る。 

第11条の２中「免許試験（」を「運転免許試験（以下「免許試験」という。）（」に改める。 

第14条第１項第３号を削り、同項第４号中「前各号」を「前２号」に改め、同号を同項第３号とする。 

   附 則 

 この規則は、令和８年１月１日から施行する。 
 

正 誤 

 

○令和７年８月20日付け（兵庫県公報号外） 
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